
 

 

 

仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則 

（整備基準）の改正について 

 

 

 

 

１．仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則（整備基準）改正の必要性 

仙台市ひとにやさしいまちづくり条例に基づく整備基準（以下「本市整備基準」と

言う。）について、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、

「バリアフリー法」と言う。）」の改正等に伴う変更及び、関連する各省令等との整合

を図るため、本市整備基準を見直しするもの。 

 

２．改正案の概要 
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